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もう一つは 法的な責任を問われる懸念が払拭できなかったことでした。更に

治療を終了した後、どのような医療を提供すればよいのかが、指針に記されてい

なかったことが問題となり使用されませんでした。 

 
今回の改訂で最大のポイントは、緩和ケアを専門とする日本緩和医療学会が加

わり、４学会の指針に変わる点です。積極的な治療を終了後の、緩和ケアの具体

的なガイダンスが盛り込まれ、また 指針を使いづらくしている終末期の定義も

見直す方針です。 

 

 指針改訂委員長の伊藤 香准帝京大学教授は「本来 根治的治療と緩和ケアは

一緒に走るべきもので、根治的治療を終了しても緩和ケアは続きます。それなの

に『死の直前』になるまで緩和ケアが治療の選択肢として提示されないところが

問題。集中治療を受けるすべての患者は緩和ケアの対象になると位置づけ適切な

緩和ケアが実施されていない状態で生命維持治療の終了、差し控えを行うべきで

はない」と話す。 

 

日本緩和医療学会理事長の木澤義之・筑波大教授は「やめることをいったん許

容してしまったら 安易になされるのではないかという議論もある。考え方や手

続きを示し、ちゃんと縛りをかけるためにも、指針が必要」と話す。現行３学会

の指針作成委員長の横田 裕行・日本体育大教授は「社会に受け入れてもらうため

にも、丁寧に議論を進めてほしい」とコメントしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


